
 

別記様式第２号 

 

会議の概要報告 

会議の名称  第１回佐野市地域自立支援協議会幹事会 

１ 開催日時 
 平成２１年６月２６日（金） 

 午後１時３０分～午後３時５５分 

２ 開催場所  佐野市役所本庁舎第３会議室 

３ 委員等の人数      １５人 

４ 出席委員等の人数      １４人 

５ 議題 

１ 主旨説明 

２ 幹事長および副幹事長選出 

３ 協議事項 

（１）平成２０年度障がい福祉サービス・地

  域生活支援事業実施状況 

（２）事例から考える支援のあり方について

（３）発達障がいを含む障がい児とその保護

  者へのサポート体制について 

（４）専門部会の設置について 

６  会議の公開・非公開 

の区分 

 

□ 公開 

□ 一部公開 

☑ 非公開 

一部公開･非公開の理由 

協議する内容が、個人に関する情報も取り

扱うものであり、その個人が識別され得るた

め非公開とするものです 

７ 傍聴者の数 － 

８ 会議資料の名称 

・自立支援協議会とは 

・障がい福祉サービスの実施状況 

・地域活動支援事業の実施状況 

・平成２０年度相談支援事業活動報告 

・高次脳機能障がいの方への支援 

・障がい児家族支援（ペアレントトレーニン

グ）実施結果について 

・専門部会の設置について 

・佐野市サポートファイル 等 

 



 

９ 会議の概要 

 

１ 主旨説明 

自立支援協議会とは、障がい者が地域で生活していくための関係者の連携の

場。障がいのある人が普通に暮らせるまちづくりをするための情報の共有や相

談支援事業の評価の場。協議会は障がい者のニーズに基づき進めて行き、障が

い者の声をまとめ地域に必要な社会資源を生み出すために協議する場所。その

他、委員同士が情報を共有しながら研修、学習、知識を深める場等になってい

る。現在、自立支援法は法的には明確化されてないが今後見直されるだろうと

の声もある。 

しかし協議会というと、当事者のニーズでなく関係機関のニーズになってし

まいがち。主催が市役所であるため、どうしても市役所に対して要求、陳情、

解決型の協議になりやすい。そうではなく官民一体となり役割分担をしつつも

共同して行く会議になるとよい。  

しかし会議だけでは社会資源は生まれない。障がい者の声をまとめ具体的に

地域で実践、地域に発信し理解を得る。いろいろな取り組みと結びついた重層

的なシステムが地域を動かして行くものになるので、単体の会議ではなく、重

層的なシステムと意識しながら市町村でその体制を作っていくべきである。 

 具体的に障害者のニーズをどう挙げて行くのかについては、相談支援事業が

さまざまな障がい者のニーズを一番把握しやすい。そのニーズを協議会に挙げ

て協議してほしい。その先の展開を考えないとなかなか障がい者のニーズを叶

えられない。現状で対応せず、もっと必要な社会資源の開発、連携を意識する。 

 佐野市では協議会(全体会)と幹事会で構成している。全体会は、障がいとは

直接関係のない町会長や子供会、青年会議所及び直接障がい者のニーズを把握

するための障がい者団体など、地域全体の構成を作っている。所掌事項では、

地域の関係機関とのネットワーク、困難事例の対応のありかた、社会資源の活

用、相談支援事業所の運営評価、そして障がい者福祉計画の推進を図るための

評価に関することを、協議会の位置づけとしている。    

 

２ 幹事長および副幹事長選出 

 互選により、会長に中野敏子委員、副会長に渡辺純一委員が選出 

 

３ 協議事項 

（１）平成２０年度障がい福祉サービス・地域生活支援事業実施状況 

全体的に給付、利用日数、利用時間、利用者数は毎年概ね増加。第Ⅰ期計画

での中で目標量を立てているが偏りがある。生活介護の日数は増えてはいるが



 

達成率が落ち込んでいる。その原因の一つとして、国が当初想定していたより

も施設の新体系への移行が遅れているため、達成率に満たない部分がある。そ

して自立訓練、就労訓練のサービスも予定より少ない。日中一時支援事業は予

想していたより伸びている。 

サービス利用計画については、現在は単身の障がい者などしか利用できない

ようになっているが、要件を緩和する動きがあり、いずれかはどなたでもサー

ビス利用計画が立てられるようになるのではないか。実際に平成２０年度後半

から決定しているが、現状は、該当する者がなかなかいない、全国的に見ても

少ない。 

 

（２）事例から考える支援のあり方について 

課題 

①麻痺が残らない（手帳が取れない）高次脳機能障がい者の支援②ネットワー

クの構築（他の地域の同じようなケースを知ること）。高次脳機能障がい専門

の相談機関が必要。③受け入れ側の知識や技術の向上が必要。④本人の自覚が

ない場合、家族と分裂しやすい。お互いにストレスを感じ、本人は現状では施

設等の受け入れが難しく、行く場所がないから自宅に居る、家族は仕事に出て

しまい放置するという悪循環になってしまう。そのため高次脳機能障がいの特

性を伝えられる知識を持った専門職が必要⑤家族が本人に対して協力的なこ

とは必要だが、支援する人との理解のずれが出てきてしまう。そのずれを解消

するために通訳的な存在が必要。 

 

（３）発達障がいを含む障がい児とその保護者へのサポート体制について 

 発達障害の保護者のサポート体制について会議を重ね、佐野市版サポートフ

ァイルを作成することができた。その主旨は、色々な場面で連携するための情

報共有。期待する効果は、一貫した支援の推進。保護者による情報の外部提供

の援助。情報の共有、保持。保護者自身がファイルを通して受身の立場だけで

は無く、毎日の生活を記録し関係者に情報を提供する積極的な役割があるとい

う意識の向上など。 

佐野市の特徴としては、まず、保健センターで母子手帳を配布する時「すこ

やか成長の記録」を渡し貼ってもらう、そして成長の確認、親御さんの育児力

を高める事に繋げられる様期待している。健診で援助が必要となれば、サービ

スを利用するための申請を障がい福祉課でするのでその時に、母子手帳に続く

物としてサポートファイルを配布している。ページはつけずに、書きやすいよ

う種類ごとに色分けした。そして福祉制度資料も同時に配布している。広汎性

発達障がいの子どもをもつ親の会でも説明しサポートファイルを配布した。今



 

後も一貫した支援が目標である。 

 また、学齢期の親子の支援について、昨年度から柳川医師等協力のもと、試

行的にペアレントトレーニング（親業）を実施した。トレーニングを行うこと

で親御さんの精神的、肉体的、金銭的な負担を減らす現実的な援助、社会的ハ

ンディーキャップを減らす効果を期待している。トレーニングには４９人参加

者があり、母親以外にも父親、おばあちゃんなどの参加があった。３回で１０

５名。障がい児を持つ家族支援として今年度はとちのみ会で実施する考えがあ

る。 

 

（４）専門部会の設置について 

 重点的に取り組む分野を掲げていき、より専門的に、かつ柔軟に検討して行

く必要があり、専門部会を設置する。  

 テーマ ①障がい者の就労（幹事会全体のテーマとする） 

     ②発達障がいの支援（部会長：藤見委員） 

     ③障がい者の居場所づくり（部会長：二木委員） 

 

 

 


